
| 家庭裁判所裁 ’～国民の家庭生活に身近な裁判所～

”

たり，児童相談所，少年鑑別所，保謹観察所，少年
家庭裁判所調査官は 院等の関係機関との連挑が充実するような方策を検
家庭裁判所全体の運営を支えています 討したりして，少年審判手続全体がより良く機能す

家庭裁判所調査官としての経験を生かしながら6 るための方策の企画立案等に桃わります。

裁判部門を支える司法行政部門(人事･総務･会計） 家事事件においては，法律の改正，社会愉勢や国

において企画立案等の業務を行う葱ど，裁判所全体民意識の変化などに合わせて，家事事件の調査事務

の迦営にも加わります。 の在り方を見直したり，国民にとって利用しやすい

少年事件においてば，少年の再非行防止に有効と 家事審判・家事調停を目指した家庭裁判所全体の処

考えられる教育的溌働き掛けのプログラムを検討し 理態勢の在り方を検討したりします。

充実した研修制度 ～一歩先へ進むために～

裁判所職員採用総合職試験(家庭裁判所調を官補,院卒者区分･大卒程度区分)に合格し，

家庭裁判所調査官補として採用されると，全員が裁判所職員総合研修所に入所し，

行動科学等の理論や技法，法律等の専門的な知識を身につけま魂

また，採用庁における約1年間の実務修習も含めて・

約2年間にわたる充実した研修を経て,家庭裁判所調査官に任官しま灸
さらに，家庭裁判所調査官に任官してからも，職場でのqTだけでなく，経験や役職に応じた
様々荘研修が実施されており． より高い専門性を身につけていくことができま魂

家庭裁判所調査官養成課程のプロセス 後期合同研修採用2年目9月~翌3月

」
爽銑臓雷での軽験を踏まえ，法律の知識行動

科学の理論，面接技法などを一層深め，プロ
フェッショナルにふさわじい専門性を磨くこと

になります。そして，後期合同研修を修了する

と，家唾判jｼI調五官として任官し，実務につ
きます。

カリキュラムの例

●法律

民法･家事潔件手続法演習，刑法・少年法演習
●行蛎斗学
犯罪社会顎家族力勤続神医学
●実務演習

面接技法演習，砺例研究など

前期合同研修採用1年目5月~7月 実務修習採用1年目7月~採用2年目8月

諌庭裁判所鯛盃官緬として，家事砺件・少年事 採用庁において，上司の指導のもと，当事者，

件の修習を行うために必要となる法律の基理知 少年･保瞳者との面接や関係樫間との迩絡，報

識行動科学等の理購，面接技法などを学習し 告喪の作成などを実践しつつ学びます。

ます。 ●修習態勢
今3人でグﾙｰプを形成し,調査の進め方や調査カリキュラムの例

●法律 結果について，グループ討識により検肘しま

民法,刑法1家事或件手続法少年法 す｡家事事件と少年事件を6か月半ずつ担当し
●行動科学 ます。
心理学,教育学,家族社会学．社会福祉学
●調査実務′演習

家事事件鯛査実務，少年事件調査実務など

」
画

チームでの切碓琢磨 充実した研修
家庭裁判所調査官同士で活発に意見交換を行う 各家庭裁判所で工夫した研修を実施しているだ
だけでなく，裁判官や裁判所書記官とも頚繁に けでなく，裁判所職員総合研修所における多種
カンファレンスを行っています。 多槌な研修,研究会にも鋤pします。
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採用試験（裁判所職員繕合職（家庭戴判所調冠官補，

院卒者区分・大卒程度区分)）の詳細に関しては，
別冊子「裁判所採用案内』または裁判所ウエブサイト
(Mp:"www.(oU市.90.iP/Spiyo/index2.himl)をご覧ください。 hf叩:〃WWWbtOurisd906iP/宜令

直る抑飼輝&IF田圃｡函へ （平成Z8年10月）uサイクルでご虞ず。



家庭裁判所調査官
家庭裁判所鯛査官は，裁判所とい

鑿鍵警翰
心理学，社会学，社会福祉学，教
専門的な知職や技法を活用して,
非行少年の立ち直りに向けた調査

鱗
騨議篝

裁判官や裁判所

家庭裁判所の適

学校や児童相談
連携し，少年や

壽劉ごチ

抱えてい

ームを組んで協力し合い……

~家庭や非行の問題に取り組む～
蕊

卜 ’事 動の 家事事件での活動の～少年の立ち直りに向けて～ ～家族関係の再構築に向けて～
●

家事調停や家事審判は，離婚，子どもの親権・監護権をめく需る争い，養子縁組の許可や少年審判は，非行を起こした少年などに自らの過ちを自覚させ，
更生させることを目的として，少年や保護者の調査を行い，処分を決定する手続で灸

家庭裁判所調査官は，少年がなぜ非行を起こしたのかを分析し， どうすれば立ち直ることができるのか

検討するため，少年の性格， 日頃の行動，生育歴，少年を取り巻く環境などについて，
心理学，社会裳社会福祉学，教育学などの専門知識･技法を活用して調査を行いますも

後見人の選任など，家庭の中で生じた問題について，法律に基づく解決を求める人たちが利用していま説

家庭裁判所調査官は,､現在生じている問題だけでは蔵く， これまでの事情領
これからの家族の在り方も見据えながら，家庭で生じた問題を解決し，
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圏鋳
灘婦や通産分割など，家族の

間で生じた問題について，胴
停要員会も交えて路合いでの

解決を目掘す手続

成年後見や養子縁組，児奮虐

待の問題などについて，提出
書額や家庭叙判所飼塞の飼

査結果などに基づいて，裁判
官が判断する手続
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家庭裁判所調在官の仕事の中心は，面接です。少

年や保護者の言葉に耳を衝け． どうして非行を起こ

してしまったのか， これからどうすれば立ち直れる

のか，一緒に考えます。言葉での表現が苦手な少年

には心理テストをしたり．少年の家庭や学校などを

訪問したりして，多角的な視点から傭報を集め，検

証します。調査の結果は，書面にまとめて裁判官に

報告します。

また．調査の過程の中で．学校や児童相談所，保

護観察所，弁護士など，少年を取り巻く関係機関等

と密に連携し、処分決定後も地域社会全体で少年の

立ち直りを支え．再非行を抑止するための土台作り

をし量す。このように少年や家族と社会の｢つなが

り」を作ることも，家庭裁判所調査官の重要駁仕事

です。
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家庭裁判所調遜官は，調停，審判，人事訴訟(離

餓裁判など)の各手続の中で．問題の解決に役立つ

よう，鯛査や調整を行l､ます。例えば，調停手続に

おいて，当耶者間で主張が食い違い，合意のあっせ

んが難しい場合などに，当事者と面接し、 それぞれ

の気持ちを受け止めながら客観的な事実を確認して

整理し、 その結果をもとに調停の進め方について裁

判官に愈見を提出します。また，両親が親権を争っ

ている子どもと面接し、 その思いを聴取して調停委

員会や両親に伝えたり．子どもの福祉を優先した解

決の在り方について助言したりします。審判手続で

は．例えば‘虜待を受けているおそれのある子ども

と面接し，子どもの気持ちに配慮しながら具体的な

事実を聴取し、裁判官に報告します。

面接での子どもは．複雑な気持ちを抑えて．表面

上は元気にふるまうこともあります。家庭裁判所調

査官は，言葉になるもの，ならないものを含めて，

子どもが表現する様々葱メッセージを受け取り．家

庭裁判所の手続に反映させ．子どもが将来，幸せに

暮らせるような解決に結びつけること力糊待きれて

います。

そのために，学校，児童相談所.福祉機関などと

連絡を取り合い．憤報交換をして，家族や子どもに

対する援助態勢を整えることもあります。
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隅査官が助冨や指堺を与えな

がら少年の生活ぶりや行動を
眼察し，適切な処分につなけ
るための制度

V
家庭裁判所調在官は，試験観察の中で．少年・保

護者に様々な働き掛けをして．変化が見られるかど

うかを見極めることになります。例えば，学校に行

く.仕事を見つけるといった目標を決めて､ 目標に（
向けてどんなことができるか，定期的に少年・保渡

者と面接をしながら．一緒に考え．少年自身が行動

できるように促します。また. ･公園の清掃活勤．老

人施股での介渡補助といったボランティア活動に参

加させ，活動の振り返りを通じて．社会の一員であ

るという意餓を商めさせたり．社会的な視点から自

分の非行を考えさせたりすることもあります。
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できない気持ちが
あるかもしれない
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：元気に．
生活できている

‐ ． "のかなも

これまで夫婦の問に
どんなことが．
あったのだろう

事件を
起こした日のことを
振り返ってみよう

被害者の

気持ちを考えて
もらいたい一
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お父さんとしては

どのように考えて
いますか？
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今･どんな気持ちで

ここに座つ垂いるのだろう

パパとママに

一認云えたいことは
どんなことかな

難織 望ましい解決を
一緒に考えましょう

子どもの
生活状況は‘

どうなづでいるかな
学校ではどんなふうに
過ごしているのかな
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